
高 生 第 3 0 5 号
建 第 1 0 - 2 4 号
令和４年９月30日

各関係施設等の長 様

鹿児島県くらし保健福祉部
高齢者生き生き推進課長
介 護 保 険 室 長

鹿児島県土木部
建 築 課 住 宅 政 策 室 長

「ＢＡ．５対策強化宣言」の終了及び「爆発的感染拡大警報」から「感染
拡大警戒期間」への移行について（通知）

本県の高齢者福祉行政の推進につきまして，日頃より御理解，御協力をいただき，
深く感謝申し上げます。

さて，新型コロナウイルス感染症の新規感染者は，８月下旬以降，全国的に減少傾
向に転じ，本県においても９月当初は，1,000人台から2,000人程度で推移し，最近は
1,000人を下回る日が継続するなど減少してきています。

このような状況を踏まえ，８月３日に発令された「ＢＡ．５対策強化宣言」につい
て，予定どおり９月30日をもって終了するとともに，「爆発的感染拡大警報」から「感
染拡大警戒期間」へ移行します。

しかしながら，警戒基準はレベル２を継続することとしています。
各関係施設等におかれては，これまでも感染防止対策に取り組んでいただいている

ところですが，職員から感染が広がったケースも見られます。これまで送付している
通知等を再確認していただき，引き続き感染防止対策を徹底していただくようお願い
します。

通所介護，老人短期入所事業所等を併設されている施設等におかれましては，各事
業所への周知についても併せてお願いします。

なお，県では，「高齢者施設等における感染者発生対応マニュアル」を作成し，下
記に掲載していますので，施設内療養の適切な対応のために御活用ください。（９月
16日通知済み）

今後，このマニュアルを踏まえた研修を実施することとしています。（オンデマン
ド型，10月中旬予定）

○ マニュアル掲載先（県ホームページ）
https://www.pref.kagoshima.jp/ab13/koureisyashisetu-manual.html

（問合せ先）
鹿児島県くらし保健福祉部高齢者生き生き推進課

施設整備係（担当 有川）
電話：099-286-2703

介護保険室事業者指導係（担当 畠中）
電話：099-286-2687

鹿児島県土木部建築課住宅政策室
住宅企画係（担当 平野）

電話：099-286-3740

資料３－１

1



事 務 連 絡 

令和４年４月27日 

 

都道府県 

各 指定都市 介護保険担当主管部（局）御中 

   中 核 市 

 

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課 

 厚 生 労 働 省 老 健 局 認 知 症 施 策 ・ 地 域 介 護 推 進 課  

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課 

 

高齢者施設等における感染対策に活用可能な手引き、教材及び研修等について 

 

高齢者施設等における感染対策については、普段からの健康管理や手指消毒等

の基本的な感染対策が重要であるとともに、感染症発生時に備え、感染防護具の

着用、ゾーニング等の感染管理、職員の確保等について、事前にシミュレーショ

ンを実施することが重要であることから、感染対策の実施等にあたり活用可能な

ツール等について、「高齢者施設における感染対策の更なる推進について」（令

和３年３月９日付け厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡）におい

て、取りまとめてお示ししたところです。 

今般、「感染対策のための実地での研修に係る令和４年度における募集につい

て」（令和４年４月26日付け厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡）

でお知らせしたとおり、感染症の専門家による実地での研修を希望する施設等の

令和４年度の募集を開始したことも踏まえ、改めて高齢者施設等における感染対

策に活用可能な手引き、教材及び研修等について取りまとめました。 

つきましては、管内の高齢者施設等へ周知を行うとともに、これらを活用した

都道府県等における研修、助言等の実施もご検討いただくようお願いいたしま

す。 

 

記 

 

１．手引き、マニュアル等 

○ 介護現場における感染対策の手引き 

介護現場で必要な感染症の知識や対応方法などを記載しています。介護職員の

方においては、日常のケアを行う上で必要な感染対策の知識や手技の習得のため

の手引きとして、介護施設・事業所の施設長・管理者の方においては、その役割

と感染管理体制の構築のための手引きとして活用いただくことを想定していま

す。 
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https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000814179.pdf 

 

 

 

 

 

 

○ 介護職員のための感染対策マニュアル（概要） 

手引きの内容を概略したものです（それぞれ全20ページ）。 

（施設系） 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000678255.pdf 

（通所系） 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000678256.pdf 

（訪問系） 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000678257.pdf 

 

（施設系）   （通所系）   （訪問系） 

 

 

 

 

 

 

○ 新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン 

各施設・事業所において、新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応

や、それらを踏まえて平時から準備・検討しておくべきことを、サービス類型に

応じた業務継続ガイドラインとして整理しています。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000922077.pdf 

 

 

 

 

 

 

○ 施設内療養時の対応の手引き 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い高齢者にも多く感染が生じている

地域では、病床等のひっ迫の状況などにより、高齢者施設等で感染された方につ

いて、施設内で療養されることを余儀なくされる状況となっており、やむを得ず
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施設内療養を行う場合における感染対策の参考となるよう、手引きとしてまとめ

ています。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000783412.pdf 

 

 

 

 

２．各種教材、動画 

○介護職員等のための感染対策動画「そうだったのか！感染対策」 

介護職員等向けに、新型コロナウイルス感染症の対策を分かりやすくまとめた

動画を作成し、厚生労働省のYouTubeに公表しています。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kou

reisha/douga_00006.html 

 

 

 

 

 

○ 介護保険サービス従事者向けの感染対策に関する研修 

介護サービスに従事している職員向けに、感染症対策の基礎から感染発生時の

対応まで幅広く学べる研修サイト（eラーニング）を開設し、教材を配信してい

ます。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kou

reisha/kansentaisaku_00001.html 

 

 

 

 

 

○ 事例集 

これまでに新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した介護施設・事業所等

での対応等から、今後の対応の参考になると考えられる事例について、事例内容

に加え、同様の事例が起こった場合の「対応策の例」、「事例からの学び」等を

まとめています。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000750414.pdf 
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○ 机上訓練シナリオ 

シミュレーションに関しては、実際に行ってみることで気づくことも多く、

様々な場面を想定して議論や訓練を行うことが重要ですが、その際の参考資料と

しての机上訓練シナリオです。 

（令和２年９月30日厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡（下記

URL）） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000678401.pdf 

 

 

○ 介護施設・事業所における業務継続計画（BCP）作成支援に関する研修動画 

 感染症が発生した場合であっても、介護サービスが安定的・継続的に提供され

ることが重要であることから、介護施設・事業所における業務継続計画（ＢＣ

Ｐ）の作成を支援するために研修動画を作成しています。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kou

reisha/douga_00002.html 

 

 

 

３．感染対策のための実地での研修 

○ 希望する介護施設・事業所に対し、感染症の専門家を派遣し、実地での研修

を実施しております。令和４年度の募集については、「感染対策のための実地で

の研修に係る令和４年度における募集について」（令和４年４月26日付け厚生労

働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡）でお示ししたとおり、「令和４年度

感染対策のための実地での研修」のページをご参照ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_25396.html 
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４．参考 

○ 上記の手引き、教材及び研修等を含め、介護事業所等向けの新型コロナウイ

ルス感染症対策等に関する情報を下記ページにまとめています。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_kou

reisha/taisakumatome_13635.html 

 

 

 

以上 
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令和４年５月17日

各関係施設等の長 様

鹿 児 島 県 く ら し 保 健 福 祉 部

高齢者生き生き推進課介護保険室長

新型コロナウイルス感染症に係る在宅の要介護（支援）者に対する

介護サービス事業所のサービス継続について（再通知）

本県の高齢者福祉行政の推進につきまして，日頃より御理解，御協力をいただき，

深く感謝申し上げます。

さて，このことについては，令和３年２月８日付け厚生労働省事務連絡を受けて令

和３年２月26日に通知したところですが，今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡

大により，今後，高齢者の感染増加が懸念されること，また，県外の家族等との接触

があった在宅の要介護（支援）者への通所系サービス，訪問系サービスについて，新

型コロナウイルス感染の懸念を理由に一定期間サービスの利用を控えさせるといった

事案が発生していることから，再度通知します。

つきましては，改めて別添通知を御確認いただき，事業者が一方的にサービスの提

供を拒むことがないよう，引き続き，適切な対応をお願いします。

なお，関連事業所等を併設されている施設等におかれましては，各事業者への周知

についても併せてお願いします。

（問合せ先）

鹿児島県くらし保健福祉部高齢者生き生き推進課

介護保険室事業者指導係(担当 畠中）

電話：099-286-2687
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【別添】
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